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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 
平成28年 1月15日付をもって提出した有価証券届出書（平成28年7月15日付および平成28年9月8日付

で提出した有価証券届出書の訂正届出書によって提出済み。以下「原届出書」といいます。）について

投資信託約款の変更を行ったことに伴う訂正すべき事項がありますので、本訂正届出書を提出するもの

です。

 

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　　　は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい

る内容は原届出書が更新されます。

EDINET提出書類

岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 2/34



第一部【証券情報】

（１２）【その他】

＜更新後＞

■　取得申込受付日

取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日（ただし、委託会社の休業日を除きま

す。）に行うことができます。

ただし、投資対象とする投資信託証券にかかる取得申込みの受付の中止および取消、取引所

における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある

ときは、取得申込みの受付を中止することや、すでに受付けた取得申込みの受付を取消すこと

があります。

 

■　取得申込不可日

以下に該当する日は、「取得・換金申込不可日」として、取得申込みの受付を行いません。

 

・　翌日および翌々日（土曜日および日曜日を除きます。）が委託会社の休業日である日

・　ニューヨークまたはロンドンの取引所もしくは銀行の休業日ならびにオーストラリアの取引

所の休業日

・　翌営業日がニューヨークまたはロンドンの取引所もしくは銀行の休業日に該当する日

 

◆　「取得・換金申込不可日」につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。ま

た、委託会社のホームページにも、掲載いたします。

 

 
■　振替受益権について

ファンドの受益権は、投資信託振替制度（以下「振替制度」と称する場合があります。）に

おける振替受益権です。

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規

則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および振替機関の業務規程、その他の規則

にしたがって支払われます。

ファンドの受益権の発生、消滅、移転を、コンピュータシステムにて管理します。

ファンドの設定、解約、償還等が、コンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といい

ます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
 

■　申込証拠金

ありません。
 

■　日本以外の地域における発行

ありません。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜更新後＞

 

■　ファンドの目的

ファンドは、内国証券投資信託の受益権、親投資信託の受益証券および世界の取引所に上場

している投資信託証券（以下、「投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とし、投資信

託証券を通じて、実質的に国内外の株式、債券ならびに不動産投資信託証券およびコモディ

ティに投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

 

■　信託金の限度額

委託会社は、受託会社と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができ

ます。委託会社は、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。

 

■　ファンドの商品分類

ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のとおりに分類さ

れます。

 

商品分類表（ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。）

単位型・追加型 投資対象地域
投資対象資産

（収益の源泉）

 

 

単位型

 

 

 

追加型

 

 

 

国　　内

 

 

海　　外

 

 

内　　外

 

株　　式

 

債　　券

 

不動産投信

 

その他資産

（　　　　）

 

資産複合

 

 

 

属性区分表（ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。）

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式

一般

大型株

中小型株

 

債券

　一般

　公債

　社債

　その他債券

クレジット属性

（　　）

 

不動産投信

 

その他資産

（投資信託証券（資

産複合（株式・一

般、債券・一般、不

動産投信）（資産配

分変更型）））

 

資産複合

（　　）

　資産配分固定型

　資産配分変更型

 

 

年１回

 

年2回

 

年4回

 

年6回

（隔月）

 

年12回

（毎月）

 

日々

 

その他

（　　）

 

グローバル

（日本を含む）

 

日本

 

北米

 

欧州

 

アジア

 

オセアニア

 

中南米

 

アフリカ

 

中近東

（中東）

 

エマージング

 

 

 

 

 

 

ファミリーファン

ド

 

 

 

 

 

 

 

ファンド・オブ・

ファンズ

 

 

 

 

 

 

あり

（適時ヘッジ）

 
 
 

 

 

なし

※ファンドは、投資信託証券を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行う

ため、属性区分におけるファンドの投資対象資産は、「その他資産（投資信託証券）」とな

り、商品分類における投資対象資産（収益の源泉）である「資産複合」とは分類・区分が異な

ります。

※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記

載しております。

 

商品分類および属性区分の定義につきましては、下記をご覧下さい。なお、一般社団法人投資信託協会

のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけます。
 

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類および属性

区分は以下のとおりです。

 

［商品分類表の定義］

《単位型投信・追加型投信の区分》

（1）単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一

切行われないファンドをいう。

（2）追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産

とともに運用されるファンドをいう。

《投資対象地域による区分》

（1）国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国

内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（2）海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海

外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（3）内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的

に源泉とする旨の記載があるものをいう。

《投資対象資産による区分》

（1）株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株
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式を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（2）債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債

券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（3）不動産投信（リート）…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資

収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の

投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（4）その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質

的に上記（1）から（3）に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があ

るものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産

の名称記載も可とする。

（5）資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記（1）から(4)に掲げる資産のうち複

数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

《独立した区分》

（1）MMF（マネー・マネージメント・ファンド）…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF

をいう。

（2）MRF（マネー・リザーブ・ファンド）…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをい

う。

（3）ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第

2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4

の2に規定する上場証券投資信託をいう。

《補足分類》

（1）インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目

指す旨の記載があるものをいう。

（2）特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要

と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、［属

性区分表の定義］で《特殊型》の小分類において「条件付運用型」に該当する場

合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する

場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

［属性区分表の定義］

《投資対象資産による属性区分》

（1）株式

①一般・・・次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。

②大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載が

あるものをいう。

③中小型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記

載があるものをいう。

（2）債券

①一般・・・次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。

②公債・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債

（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。）に主と

して投資する旨の記載があるものをいう。

③社債・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す

る旨の記載があるものをいう。

④その他債券・・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主とし

て投資する旨の記載があるものをいう。

⑤格付等クレジットによる属性・・・目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の

「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対し

て明確な記載があるものについては、上記①から④に

掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記

することも可とする。

（3）不動産投信・・・これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

（4）その他資産・・・組入れている資産を記載するものとする。

（5）資産複合・・・以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

①資産配分固定型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組

入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、
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組み合わせている資産を列挙するものとする。

②資産配分変更型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組

入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若し

くは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせて

いる資産を列挙するものとする。

《決算頻度による属性区分》

（1）年1回・・・目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをい

う。

（2）年2回・・・目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをい

う。

（3）年4回・・・目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをい

う。

（4）年6回（隔月）・・・目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載がある

ものをいう。

（5）年12回（毎月）・・・目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の

記載があるものをいう。

（6）日々・・・目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをい

う。

（7）その他・・・上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

《投資対象地域による属性区分（重複使用可能）》

（1）グローバル・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の

資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の

中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

（2）日本・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を

源泉とする旨の記載があるものをいう。

（3）北米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資

産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（4）欧州・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資

産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（5）アジア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く

アジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（6）オセアニア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセア

ニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（7）中南米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域

の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（8）アフリカ・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ

地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（9）中近東（中東）・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中

近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

（10）エマージング・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエ

マージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記

載があるものをいう。

《投資形態による属性区分》

（1）ファミリーファンド・・・目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・

オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象と

して投資するものをいう。

（2）ファンド・オブ・ファンズ・・・「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファ

ンド・オブ・ファンズをいう。

《為替ヘッジによる属性区分》

（1）為替ヘッジあり・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の

資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

（2）為替ヘッジなし・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨

の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをい

う。

《インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分》
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（1）日経225

（2）TOPIX

（3）その他の指数・・・上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

《特殊型》

（1）ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、

積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動

（一定倍の連動若しくは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものを

いう。

（2）条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕

組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収

益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一

定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

（3）ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場

に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくは

ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す

旨の記載があるものをいう。

（4）その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記（1）から（3）に掲げる属性のいず

れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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（２）【ファンドの沿革】

＜訂正前＞

平成19年11月29日 投資信託契約締結、設定、運用開始

平成22年 7月 1日 主要投資対象となる投資信託証券の変更、助言を受ける旨の規定の

変更等、投資信託約款の基本方針を変更

 

＜訂正後＞

平成19年11月29日 投資信託契約締結、設定、運用開始

平成22年 7月 1日 主要投資対象となる投資信託証券の変更、助言を受ける旨の規定の

変更等、投資信託約款の基本方針を変更

平成28年10月7日 主要投資対象となる投資信託証券を変更

 

（３）【ファンドの仕組み】

＜更新後＞

■　ファンド・オブ・ファンズの仕組み
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■　ファンドの関係法人とその役割
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関係法人 役割

委託会社 投資信託契約に基づき、投資信託財産の運用指図、投資信託財産の計算（基準

価額の計算）、収益分配金、償還金及び解約金の支払い、投資信託説明書（交

付目論見書）、投資信託説明書（請求目論見書）および運用報告書の作成・交

付等を行います。

受託会社 投資信託契約に基づき、投資信託財産の保管・管理・計算、委託会社の指図に

基づく投資信託財産の処分等を行います。

再信託受託会社 受託会社との再信託契約に基づき、所定の事務を行います。

マザーファンドの

委託先運用会社

委託先運用会社は委託会社との運用委託契約に基づき、外貨建資産（不動産投

資信託証券等）の運用指図（外国為替予約取引の指図を除きます。）を行いま

す。

 

＜運用委託契約の概要＞

運用委託契約では、委託会社が各運用会社に委託した運用指図に関する権限の

業務内容、各運用会社の注意義務、各運用会社が運用委託契約、投資信託約

款、法令諸規則に違反した場合の委託の中止等について規定しています。

投資対象とする投

資信託の運用会社

投資対象とする投資信託の運用指図等を行います。

販売会社 委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱い等に関する契約」に基づ

き、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）、投資信託説明

書（請求目論見書）及び運用報告書の交付の取扱い、解約請求の受付、買取請

求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務等を行います。

 

■　委託会社の概況（平成28年4月末日現在）

 

◆　資本金

10億円

 

◆　委託会社の沿革

昭和39年10月 6日 「日本投信委託株式会社」設立

昭和62年 6月27日 第三者割当増資の実施（新資本金　4億5,000万円）

平成 2年 6月30日 第三者割当増資の実施（新資本金　10億円）

平成20年 4月 1日 岡三投資顧問株式会社と合併し、商号を「岡三アセットマネ

ジメント株式会社」に変更

 

◆　大株主の状況

名　　称 住　　所 持株数 持株比率

岡三興業株式会社

株式会社岡三証券グループ

株式会社りそな銀行

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

株式会社みずほ銀行

東京都中央区日本橋小網町9番9号

東京都中央区日本橋1丁目17番6号

大阪市中央区備後町2丁目2番1号

東京都千代田区丸の内1丁目4番5号

東京都千代田区大手町1丁目5番5号

253,400株

174,801株

41,150株

41,150株

41,149株

30.71％

21.19％

4.99％

4.99％

4.99％

 

 

２【投資方針】

（１）【投資方針】
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＜更新後＞

 

■　基本方針

ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

 

■　運用方法

 

ａ　投資対象

内国証券投資信託の受益権、親投資信託の受益証券および世界の取引所に上場している投資

信託証券（以下、「投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。

 

ｂ　投資態度

 

イ．以下の投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目

指して運用を行います。

 

①　日本好配当割安株オープン マザーファンド

②　GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF（適格機関投資家専用）

③　GIMエマージング株式ファンドF（適格機関投資家専用）

④　国内債券マザーファンド

⑤　世界高金利債券マザーファンド

⑥　GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF（適格機関投資家専用）

⑦　Jリート・マザーファンド

⑧　北米リート・マザーファンド

⑨　オーストラリア／アジアリート・マザーファンド

⑩　ヨーロッパリート・マザーファンド

⑪　世界のコモディティに関連する上場投資信託証券(ETF)

PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

※すべてのETFに投資するとは限りません。

上記のほか、別に定める投資信託証券に投資することがあります。

また、投資信託証券は変更となる場合があります。

  

※2016年10月7日付で、コモディティへの投資は、コモディティ・インデックスマザーファンドから

世界のコモディティに関連するＥＴＦに変更となりました。

 

ロ．主として投資信託証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券、不動産投資信託

証券およびコモディティへ分散投資します。

 

ハ．投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを基本とします。また、投資信託証券毎

の投資比率は、原則として月1回見直しを行い、投資信託財産の純資産総額に対し、以下の

範囲で変更します。

 

資産別配分

の範囲

投資信託証券 投資比率の

範囲

株式 日本好配当割安株オープン マザーファンド 5％～40％程度
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15％～50％程度 GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF

（適格機関投資家専用）
5％～40％程度

GIMエマージング株式ファンドF

（適格機関投資家専用）
5％～40％程度

債券

15％～50％程度
国内債券マザーファンド 5％～40％程度

世界高金利債券マザーファンド 5％～40％程度

GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF

（適格機関投資家専用）
5％～40％程度

オルタナティブ

15％～50％程度
Jリート・マザーファンド 5％～40％程度

北米リート・マザーファンド、

オーストラリア／アジアリート・マザーファン

ド、

ヨーロッパリート・マザーファンドの合計

5％～40％程度

世界のコモディティに関連する上場投資信託証

券(ETF)
5％～40％程度

 

なお、一部解約による影響等やむを得ない状況により、投資信託証券の合計組入比率が、

一時的に投資信託財産の純資産総額の100％を超えることとなる場合があります。

 

また、投資信託証券毎の投資比率の決定にあたっては、委託会社が必要であると認めた場

合、外部の機関から助言を受けることがあります。

 

ニ．実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、市況動

向、投資環境等に応じて、投資対象とする投資信託証券において、為替ヘッジを行うこと

があります。

 

ホ．資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

 

※　ファンドは、各投資信託証券の投資対象資産に着目し、当該投資対象資産毎の投資環境、パ

フォーマンスの見通し等に基づいて、各投資信託証券の組入比率の変更を行います。

 

※　投資助言者、投資助言の内容、投資助言の有無については、変更する場合があります。

 

※　投資対象とする投資信託証券の詳細は、後述の投資対象とする投資信託証券の概要をご参照

下さい。

 

（２）【投資対象】

＜更新後＞

■　投資の対象とする資産の種類

ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

 

ａ　次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定

めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．金銭債権

ハ．約束手形
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ｂ　次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

 

■　運用の指図範囲

 

ａ　有価証券

委託会社は、信託金を、主として内国証券投資信託である「GIM海外株式・ダイナミック・

ファンドF（適格機関投資家専用）」、「GIMエマージング株式ファンドF（適格機関投資家専

用）」、「GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF（適格機関投資家専用）」の受益

権、岡三アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者とし

て締結された親投資信託である「日本好配当割安株オープンマザーファンド」、「国内債券マ

ザーファンド」、「世界高金利債券マザーファンド」、「Jリート・マザーファンド」、「北

米リート・マザーファンド」、「オーストラリア/アジアリート・マザーファンド」、「ヨー

ロッパリート・マザーファンド」の各受益証券および上場投資信託証券（投資信託または外国

投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第１項第10号で定めるものをいいます。）および

投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第１項第11号で定めるものをいいま

す。））（内国証券投資信託の受益権、親投資信託の受益証券および上場投資信託証券を「投

資信託証券」といいます。以下同じ。）のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の

規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限りま

す。）に投資することを指図します。

イ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

ロ．外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの

ハ．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権

証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を

除きます。）

ニ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の

受益証券に限ります。）

 

ｂ　金融商品

委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品（金融商品取引法第2条第2

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ

とを指図することができます。

イ．預金

ロ．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま

す。）

ハ．コール・ローン

ニ．手形割引市場において売買される手形

 

ｃ　特別な場合の運用指図

ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上

必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図が

できます。

 

（参考）投資対象とする投資信託証券の概要

 

日本好配当割安株オープン　マザーファンド

委託会社 岡三アセットマネジメント株式会社
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基本方針 信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。

投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。

投資態度 ①　収益性、成長性、業績変化率等から割安と判断され、株価の上昇が期待

できる銘柄へ投資します。

②　定量的スクリーニング（業績動向、配当利回り、ＰＥＲなど）により割

安度を判断するとともに、リサーチによるスクリーニング（企業の競争

力、株主還元策、配当政策など）を行い、財務の健全性、流動性を考慮

のうえ投資銘柄を決定します。

③　組入れ株式全体の予想配当利回り（加重平均）が市場平均（加重平均、

今期予想ベース）を上回るようポートフォリオを構築します。

④　市況動向等への対応のため株価指数先物取引等を活用することがありま

す。

⑤　株式以外への資産の投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下と

します。

⑥　資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような

運用ができない場合があります。

主要な投資制限 ①　株式への投資割合には制限を設けません。

②　外貨建資産への投資は行いません。

③　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー

ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ

ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと

なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と

なるよう調整を行うこととします。

決算 毎年9月11日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。

信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行

いません。

信託報酬 ありません。

その他 ・デリバティブ取引等に係る投資制限

デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるとこ

ろに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超え

ないものとします。

 

GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF（適格機関投資家専用）

商品分類 追加型証券投資信託

運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用

を行います。

投資対象 「GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ（適格機関投資家専用）」

の受益証券を主要投資対象とします。

投資態度 1.主として、マザーファンドの受益証券に投資します。

2.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経

済事情や投資環境等の急変などが起きた場合、為替ヘッジを行うことがあ

ります。

マザーファンドの

投資対象

1.世界の株式。ただし、日本企業の発行する株式を除きます。

2.上記1.の株式にかかる預託証券。

マザーファンドの

投資態度

1.投資対象とする有価証券の中から、収益性・成長性などを総合的に勘案し

て選択した銘柄に投資します。

2.外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
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参考指数等 ベンチマーク：MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）

主な投資制限 1.マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。

2.株式への投資割合には制限を設けません。

3.外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。

4.投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割

合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。

5.デリバティブ取引等を行う場合（マザーファンドを通じて実質的にデリバ

ティブ取引等を行う場合を含みます。）は、デリバティブ取引等による投

資についてのリスク量（以下「市場リスク量」といいます。）が、信託財

産の純資産総額の80％以内となるよう管理するものとします。ただし、実

際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わない

ことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品

取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当

額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法

のうち、内部管理モデル方式（バリュー・アット・リスク方式）による市

場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。

委託先

(助言を含む)

マザーファンドの運用をJPモルガン・アセット・マネジメント（UK）リミ

テッドに委託します。

収益分配時期

及び分配方針

年2回、6月および12月の各月の8日（休業日の場合は翌営業日となります。）

に決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。

①分配対象額の範囲

計算期間終了日における、信託約款に定める受益者に分配することができる

額と、分配準備積立金の合計額とします。

②分配対象額についての分配方針

運用会社は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定しま

す。ただし、必ず分配を行うものではありません。

③留保益の運用方針

留保益の運用については、特に制限を設けず、運用会社の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

信託報酬

 

純資産総額に対し、年率0.8424％（税抜0.78％）を乗じた金額とします。

※　配分

運用会社：0.756％（税抜0.70％）

販売会社：0.0108％（税抜0.01％）

受託会社：0.0756％（税抜0.07％）

（運用会社が受ける報酬のうちマザーファンドの委託先に対する報酬：

0.50％）

取得・換金

申込不可日

ロンドン証券取引所またはニューヨーク証券取引所のいずれかの休業日

申込単位 販売会社が定める単位（当初1口＝1円）

申込価額 取得申込日の翌営業日の基準価額

申込手数料等 ありません。

解約単位 1口単位

解約代金支払い日 解約請求受付日から起算して、原則として5営業日目

解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額 ありません。

換金手数料 ありません。

償還条項 設定から1年経過以降、信託財産の純資産総額が20億円を下回った場合に償還

することがあります。
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監査費用 信託財産の純資産総額に年率0.0216％（税抜0.02％）を乗じて得た額（ただ

し、年間324万円（税抜300万円）を上限とします。）をファンドより支弁し

ます。

 

■　ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社の概要

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社はJPモルガン・チェース・アンド・カンパニー

の資産運用部門であるJ.P.モルガン・アセット・マネジメント
＊
の日本拠点です。JPモルガン・

チェース・アンド・カンパニーは、ニューヨークに本社を置き、世界60ヵ国以上に営業拠点を

持つ米国最大級の銀行を中心とする金融サービス会社です。

＊J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世

界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。

 

GIMエマージング株式ファンドF（適格機関投資家専用）

商品分類 追加型証券投資信託

運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用

を行います。

投資対象 「GIMエマージング株式マザーファンド（適格機関投資家専用）」の受益証券

を主要投資対象とします。

投資態度 1.主として、マザーファンドの受益証券に投資します。

2.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経済

事情や投資環境等の急変などが起きた場合、為替ヘッジを行うことがありま

す。

マザーファンドの

投資対象

1.世界の新興国で上場または取引されている株式に主として投資します。

「新興国」とは、委託先が、国内経済が成長過程にあると判断する国をいい

ます。

2.上記1.の株式には、以下の有価証券を含みます。

(ア)預託証券

(イ)カバード・ワラント

(ウ)株価連動社債

マザーファンドの

投資態度

1.主に、投資対象とする株式の中から収益性・成長性などを総合的に勘案し

て選択した銘柄に投資します。

2.投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券、カバード・ワラントまた

は株価連動社債を用いた投資も行います。

3.外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

参考指数等 ベンチマーク：MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス（税引後配当

込み、円ベース）
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主な投資制限 1.マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。

2.株式への投資割合には制限を設けません。

3.外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。

4.投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割

合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。

5.有価証券先物取引等は、信託約款の規定の範囲で行います。

6.デリバティブ取引等を行う場合（マザーファンドを通じて実質的にデリバ

ティブ取引等を行う場合を含みます。）は、デリバティブ取引等による投

資についてのリスク量（以下「市場リスク量」といいます。）が、信託財

産の純資産総額の80％以内となるよう管理するものとします。ただし、実

際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わない

ことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品

取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当

額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法

のうち、内部管理モデル方式（バリュー・アット・リスク方式）による市

場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。

委託先

(助言を含む)

マザーファンドの運用をJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメン

ト・インクに委託します。

収益分配時期

及び分配方針

年4回、3月、6月、9月および12月の各月の6日（休業日の場合は翌営業日とな

ります。）に決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益分配を行いま

す。

①分配対象利益の範囲

計算期間終了日における、信託約款に定める受益者に分配することができ

る額と、分配準備積立金の合計額とします。

②分配方針

運用会社は、上記①の分配対象利益の範囲内で、基準価額水準、市況動向

等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものでは

ありません。

③留保益の運用方針

留保益の運用については、特に制限を設けず、運用会社の判断に基づき、

元本部分と同一の運用を行います。

信託報酬

 

純資産総額に対し、年率0.9288％（税抜0.86％）を乗じた金額とします。

※　配分

運用会社：0.81％（税抜0.75％）

販売会社：0.0108％（税抜0.01％）

受託会社：0.108％（税抜0.10％）

（運用会社が受ける報酬のうちマザーファンドの委託先に対する報酬：

0.50％）

取得・換金

申込不可日

ロンドン証券取引所またはニューヨーク証券取引所のいずれかの休業日

申込単位 販売会社が定める単位（当初1口＝1円）

申込価額 取得申込日の翌営業日の基準価額

申込手数料等 ありません。

解約単位 1口単位

解約代金支払い日 解約請求受付日から起算して、原則として6営業日目

解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額 ありません。

換金手数料 ありません。

償還条項 設定から1年経過以降、信託財産の純資産総額が20億円を下回った場合に償還

することがあります。
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監査費用 信託財産の純資産総額に年率0.0216％（税抜0.02％）を乗じて得た額（ただ

し、年間324万円（税抜300万円）を上限とします。）をファンドより支弁し

ます。

 

国内債券マザーファンド

委託会社 岡三アセットマネジメント株式会社

基本方針 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目標に運用を行いま

す。

投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度 ①　わが国の公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財

産の成長を図ることを目標に運用を行います。

②　運用にあたっては、投資環境分析、マクロ経済分析、イールドカーブ分

析等に基づき、投資銘柄や期間別配分、デュレーション等の決定及び変

更を行い、リスクコントロールを図りながら収益の獲得を目指します。

③　ＮＯＭＵＲＡ‐ＢＰＩ総合（ＮＯＭＵＲＡ‐ボンド・パフォーマンス・

インデックス総合）を参考指標とし、主として当該指数構成銘柄により

ポートフォリオを構築します。

④　公社債の組入比率は、高位を保つことを基本とします。

⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があ

ります。

主要な投資制限 ①　株式への投資は行いません。

②　外貨建資産への投資は行いません。

③　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクス

ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純

資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内

とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法

人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととし

ます。

決算 毎年10月18日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。

投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、

期中には分配を行いません。

信託報酬 ありません。

その他 ・デリバティブ取引等に係る投資制限

デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるとこ

ろに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超え

ないものとします。

■　ＮＯＭＵＲＡ‐ＢＰＩ総合（ＮＯＭＵＲＡ‐ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の著

作権等について

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体の

動向を的確に表すために開発された投資収益指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属し

ます。当インデックスは、一定の組み入れ基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマ

ンスを基に計算されます。インデックス構成銘柄は、一定の条件を満たしていることが組入条件と

なっており、例えば、事業債および円建外債の場合は、Ｓ＆Ｐ、ムーディーズ、格付投資情報セン

ター、日本格付研究所の内いずれかからＡ格相当以上の格付けを取得している銘柄となっていま

す。なお、野村證券株式会社は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の正確性、完全性、信頼性、有用性を

保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切の責任を負うものではありません。

 

世界高金利債券マザーファンド

委託会社 岡三アセットマネジメント株式会社

基本方針 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
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投資対象 ＯＥＣＤ加盟国のソブリン債（国債、政府保証債等）を主要投資対象としま

す。

投資態度 ①　ＯＥＣＤ加盟国のソブリン債（国債、政府保証債等）を主要投資対象と

し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行いま

す。

②　運用にあたっては、世界を北米通貨圏、ヨーロッパ通貨圏、オセアニア

通貨圏に区分し、各通貨圏のソブリン債への投資割合は各々３分の1程度

とします。また、各通貨圏において、原則として相対的に高金利のソブ

リン債の配分を高め、安定的な利息収入の確保を目指します。

③　投資対象とするソブリン債の格付けは、取得時において主要格付け機関

の長期債格付けでＡ格相当以上とします。

④　債券の組入比率は、高位を保つことを基本とします。

⑤　外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

⑥　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合が

あります。

主要な投資制限 ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法

第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で

あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを

あらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ

3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社

債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権の行使により取得

したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。

②　同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下と

します。

③　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合

は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。

④　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー

ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ

ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと

なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と

なるよう調整を行うこととします。

決算 毎年4月18日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。

投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、

分配は行いません。

信託報酬 ありません。

その他 ・デリバティブ取引等に係る投資制限

デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるとこ

ろに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超え

ないものとします。

 

 

GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF（適格機関投資家専用）

商品分類 追加型証券投資信託

運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

基本方針 この投資信託は、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の

長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
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投資対象 「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ（適格機関投資家専用）」

の受益証券を主要投資対象とします。

投資態度 1.主として、マザーファンドの受益証券に投資します。

2.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経

済事情や投資環境等の急変などが起きた場合、為替ヘッジを行うことがあ

ります。

マザーファンドの

投資対象

1.主要投資対象は、新興国の政府または政府機関の発行する債券とします。

「新興国」とは、委託先が、国内経済が成長過程にあると判断する国をい

います（以下同じ）。

2.信託財産の純資産総額の20％を上限に、政府および政府機関の発行する債

券以外の、新興国に所在する発行体の発行する債券を投資対象とします。

3.一つまたは複数の新興国の発行体の信用リスクまたは債券指数の収益率を

主として反映する仕組債に投資する場合があります。当該債券は、反映す

る信用リスクまたは債券指数の収益率を増大させる仕組みを持たないもの

に限ります。またその場合、当該債券の発行体の格付は、信用リスクを反

映しようとする発行体の格付（格付機関が公表するもの）または収益率を

反映しようとする債券指数の格付（当該指数の作成者が公表するもの）以

上とします。当該債券への投資は、信託財産の純資産総額の35％未満とし

ます。

マザーファンドの

投資態度

1.投資対象債券に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産

の長期的な成長を目指した運用を行います。

2.投資対象債券は、主に当該債券発行国の現地通貨に基づく運用成果が得ら

れるものとし、信託財産の純資産総額の75％以上をそのような債券に投資

します。

3.信託財産として保有する債券の平均格付は、ＢＢ－（Ｓ＆Ｐ社）またはＢ

ａ３（ムーディーズ社）以上に維持します。平均格付の算出にあたり、

個々の債券の銘柄が上記の各格付機関から異なる格付を得ている場合は、

最も高い格付により判断し平均を算出します。委託先は上記のいずれの格

付機関からも格付を付与されていない債券にも投資する場合があります

が、当該債券に投資した場合の平均格付は、委託先の判断により当該債券

をＳ＆Ｐ社またはムーディーズ社の格付にあてはめた上で算出します。

4.外貨建資産については、円貨に対する為替ヘッジを行いません。なお、保

有する債券について、円以外の通貨に対する為替ヘッジも原則として行い

ませんが、市況に応じて委託先が必要と判断した場合は、その建値以外の

通貨（円以外）に基づく為替リスクをヘッジするために、機動的に外国為

替の売買の予約を行うことがあります。

参考指数等 参考指標：JPモルガンGBI-エマージング・マーケッツ・グローバル（円ベー

ス）

※ 参考指標とは、ファンドの投資対象市場の動向をわかり易く示すために用

いる指標です。
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主な投資制限 1.マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。

2.株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま

す。

3.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

4.投資信託証券（マザーファンドの受益証券は除きます。）への実質投資割

合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。

5.デリバティブ取引（有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引お

よび為替先渡取引をいいます。）の利用は、ヘッジ目的に限定しません。

6.デリバティブ取引等を行う場合（マザーファンドを通じて実質的にデリバ

ティブ取引等を行う場合を含みます。）は、デリバティブ取引等による投

資についてのリスク量（以下「市場リスク量」といいます。）が、信託財

産の純資産総額の80％以内となるよう管理するものとします。ただし、実

際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わない

ことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品

取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当

額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法

のうち、内部管理モデル方式（バリュー・アット・リスク方式）による市

場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。

委託先

(助言を含む)

マザーファンドの運用をJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメン

ト・インクに委託します。

収益分配時期

及び分配方針

毎月26日（休業日の場合は翌営業日となります。）に決算を行い、原則とし

て以下の方針に基づき収益分配を行います。

①分配対象収益の範囲

計算期間終了日における、信託約款に定める受益者に分配することができ

る額と、分配準備積立金の合計額とします。

②分配対象収益の分配方針

運用会社は、上記①の分配対象収益の範囲内で、基準価額水準、市況動向

等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではあ

りません。

③収益を留保した場合の留保益の運用方針

留保益の運用については、特に制限を設けず、運用会社の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

信託報酬

 

純資産総額に対し、年率0.7992％（税抜0.74％）を乗じた金額とします。

※　配分

運用会社：0.756％（税抜0.70％）

販売会社：0.0108％（税抜0.01％）

受託会社：0.0324％（税抜0.03％）

（運用会社が受ける報酬のうちマザーファンドの委託先に対する報酬：

0.35％）

取得・換金

申込不可日

米国の銀行の休業日

申込単位 販売会社が定める単位（当初1口＝1円）

申込価額 取得申込日の翌営業日の基準価額

申込手数料等 ありません。

解約単位 1口単位

解約代金支払い

日

解約請求受付日から起算して、原則として5営業日目

解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額
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信託財産留保額 ありません。

換金手数料 ありません。

償還条項 設定から1年経過以降、信託財産の純資産総額が20億円を下回った場合に償還

することがあります。

監査費用 信託財産の純資産総額に年率0.0216％（税抜0.02％）を乗じて得た額（ただ

し、年間324万円（税抜300万円）を上限とします。）をファンドより支弁しま

す。

 

Ｊリート・マザーファンド

委託会社 岡三アセットマネジメント株式会社

基本方針 安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

投資対象 わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投

資信託証券を主要投資対象とします。

投資態度 ①　わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動

産投資信託証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期

的な成長を目指して運用を行います。

②　運用にあたっては、株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市

場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受けます。

③　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位に保つことを基本と

します。

④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があ

ります。

主要な投資制限 ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

②　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％

以下とします。

③　株式への投資は行いません。

④　外貨建資産への投資は行いません。

⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー

ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ

ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと

なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と

なるよう調整を行うこととします。

決算 毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。

信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行

いません。

信託報酬 ありません。

 

■　純資産総額の10％を超えて投資している不動産投資信託証券の概要

平成28年4月末日現在、Ｊリート・マザーファンドの純資産総額の10％を超えて投資している

不動産投資信託証券はありません。

 

北米リート・マザーファンド

委託会社 岡三アセットマネジメント株式会社

委託先運用会社 リーフ アメリカ エル エル シー

※ドイツ銀行グループの一員であり、米国及びグローバルに展開する不動産

証券等の資産運用会社です。

基本方針 安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
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投資対象 米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引（上場等の前の

新規募集または売出し、もしくは上場等の後の追加募集または売出しにかか

るものを含みます。以下同じ。）されている不動産投資信託証券を主要投資

対象とします。

投資態度 ①　米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている

不動産投資信託証券に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すと

ともに中長期的な値上がり益を追求します。

②　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位に保つことを基本と

します。

③　外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金、その他の資産をいいま

す。）への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。

④　運用にあたっては、運用委託契約に基づきリーフ アメリカ エル エル

シー（RREEF America L.L.C.）に信託財産に属する外貨建資産について

の運用指図（外国為替予約取引の指図を除きます。）に関する権限を委

託します。

⑤　資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合が

あります。

主要な投資制限 ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

②　外貨建資産への投資には制限を設けません。

③　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％

以下とします。

④　株式への投資は行いません。

⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー

ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ

ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと

なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と

なるよう調整を行うこととします。

決算 毎年9月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。

信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行

いません。

信託報酬 ありません。

 

■　純資産総額の10％を超えて投資している不動産投資信託証券の概要

平成28年4月末日現在、北米リート・マザーファンドの純資産総額の10％を超えて投資してい

る不動産投資信託証券はありません。

 

オーストラリア／アジアリート・マザーファンド

委託会社 岡三アセットマネジメント株式会社

委託先運用会社 ドイチェ・オーストラリア・リミテッド

※ドイツ銀行グループの一員であり、アジアパシフィックに展開する不動産

証券等の資産運用会社です。

基本方針 安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

投資対象 オーストラリア・ニュージーランドおよび日本を含むアジアの取引所および

取引所に準ずる市場で取引（上場等の前の新規募集または売出し、もしくは

上場等の後の追加募集または売出しにかかるものを含みます。以下同じ。）

されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
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投資態度 ①　オーストラリア・ニュージーランドおよび日本を含むアジアの取引所お

よび取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資を

行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益

を追求します。

②　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位に保つことを基本と

します。

③　外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金、その他の資産をいいま

す。）への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。

④　運用にあたっては、運用委託契約に基づきドイチェ・オーストラリア・

リミテッド（Deutsche Australia Limited）に信託財産に属する外貨建

資産および不動産投資信託証券についての運用指図（外国為替予約取引

の指図を除きます。）に関する権限を委託します。

⑤　資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合が

あります。

主要な投資制限 ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

②　外貨建資産への投資には制限を設けません。

③　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％

以下とします。

④　株式への投資は行いません。

⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー

ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ

ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと

なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と

なるよう調整を行うこととします。

決算 毎年9月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。

信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行

いません。

信託報酬 ありません。

 

■　純資産総額の10％を超えて投資している不動産投資信託証券の概要

平成28年4月末日現在、オーストラリア／アジアリート・マザーファンドの純資産総額の10％

を超えて投資している不動産投資信託証券はありません。

 

ヨーロッパリート・マザーファンド

委託会社 岡三アセットマネジメント株式会社

委託先運用会社 ドイチェ・オルタナティブ・アセット・マネジメント（イギリス）リミテッド

※ドイツ銀行グループの一員であり、英国及びグローバルに展開する不動産

証券等の資産運用会社です。

基本方針 安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

投資対象 ヨーロッパの取引所および取引所に準ずる市場で取引（上場等の前の新規募

集または売出し、もしくは上場等の後の追加募集または売出しにかかるもの

を含みます。以下同じ。）されている不動産投資信託証券を主要投資対象と

します。
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投資態度 ①　ヨーロッパの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産

投資信託証券に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに

中長期的な値上がり益を追求します。

②　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位に保つことを基本と

します。

③　外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金、その他の資産をいいま

す。）への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。

④　運用にあたっては、運用委託契約に基づきドイチェ・オルタナティブ・

ア セ ッ ト ・ マ ネ ジ メ ン ト （ イ ギ リ ス ） リ ミ テ ッ ド （Deutsche

Alternative Asset Management（UK） Limited ）に信託財産に属する外

貨建資産についての運用指図（外国為替予約取引の指図を除きます。）

に関する権限を委託します。

⑤　資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合が

あります。

主要な投資制限 ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

②　外貨建資産への投資には制限を設けません。

③　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％

以下とします。

④　株式への投資は行いません。

⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー

ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ

ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと

なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と

なるよう調整を行うこととします。

決算 毎年9月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。

信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行

いません。

信託報酬 ありません。

 

■　純資産総額の10％を超えて投資している不動産投資信託証券の概要

平成28年4月末日現在、ヨーロッパリート・マザーファンドの純資産総額の10％を超えて投資

している不動産投資信託証券はありません。

世界のコモディティに関連する上場投資信託証券（ETF）

ETF銘柄名 PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund

iShares S&P GSCI Commodity－Indexed Trust

※すべてのETFに投資するとは限りません。また、投資対象となるETFは変更

となる場合があります。

運用方針 エネルギー、非鉄金属、貴金属、畜産物、農作物等の商品価格の動向に伴い

変動する指数に連動することを目指して運用を行います。

運用報酬等 純資産総額に対して年率0.75％～0.89%程度

 

 

 

（４）【分配方針】

＜更新後＞
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■　年4回、1月、4月、7月、10月の各月の18日（それぞれ休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、

原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。

 

ａ　分配対象収益の範囲

繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額と

します。

繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益には、日本好配当割安株オープン マザー

ファンド、国内債券マザーファンド、世界高金利債券マザーファンド、Jリート・マザーファ

ンド、北米リート・マザーファンド、オーストラリア／アジアリート・マザーファンドおよび

ヨーロッパリート・マザーファンドの利子・配当等収益のうち、投資信託財産に帰属すべき利

子・配当等収益を含むものとします。

 

ｂ　分配対象収益についての分配方針

収益分配は、主として利子・配当等収益等から行います。ただし、基準価額水準等によって

は売買益等が中心となる場合があります。

分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案して決定します。

 

ｃ　留保益の運用方針

収益分配に充てなかった留保益については、運用の基本方針と同一の運用を行います。

 

ｄ　収益分配金は、決算日から起算して、原則として、5営業日までに販売会社を通じて支払いを開

始します。

 

■　分配金再投資コースの場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、決算日の基準価額で再投資い

たします。

 

◆　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きま

す。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため

販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま

す。）にお支払いします。また、分配金再投資コースの場合、再投資により増加した受益権

は、振替口座簿に記載または記録されます。

 

３【投資リスク】

＜更新後＞

 

投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被

り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さま

に帰属します。

ファンドは、国内外の株式、国内外の債券、国内外の不動産投資信託証券、世界のコモディティ

に関連するＥＴＦ等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下

落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資し

ますので、為替相場の変動により損失を被ることがあります。
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＜投資リスク＞

 

■　株価変動リスク

株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響

により変動します。

投資した株式の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、投資した株式の価格の

下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。

投資した株式の価格の下落の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があり

ます。

 

■　金利変動リスク

金利は、経済環境や物価動向、金融政策、経済政策等を反映して変動します。一般に、金利が

上昇した場合には債券の価格は下落し、金利が低下した場合には債券の価格は上昇します。

投資した債券の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、投資した債券の価格の

下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。

投資した債券の価格の下落の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があり

ます。

 

■　不動産投資信託証券のリスク

・　価格変動リスク

不動産投資信託証券の価格は、保有不動産等の価値や賃料収入の増減等に加え、市場の需

給、政治・経済状況等の影響により変動します。

投資した不動産投資信託証券の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、投

資した不動産投資信託証券の価格の下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。

投資した不動産投資信託証券の価格の下落の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失

を被る可能性があります。

・　分配金（配当金）減少リスク

利益の大部分を投資家に分配（配当）するなどの一定の要件を満たすことにより、法人課

税が減免される等の税制上の優遇措置を受けています。したがって、利益と分配金（配当

金）との連動性が高く、利益が減少した場合には、分配金（配当金）も同様に減少する可能

性があります。

・　信用リスク

支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合には、市

場価格が大幅に下落する可能性があります。このような場合には、ファンドの基準価額が下

落し、損失を被る可能性があります。

・　業績悪化リスク

投資家から集めた資金や金融機関等からの借入金等を不動産に投資して、不動産から得ら

れた利益を投資家に分配（配当）する金融商品です。したがって、不動産賃貸料の減少、不

動産の売却損失の発生、借入金の金利負担の増加などにより、利益が減少する可能性があり

ます。

・　自然災害・環境問題等のリスク

実物資産であるオフィスビル、商業施設、賃貸マンション等の不動産に投資を行うことか

ら、地震等の自然災害、火災、環境問題等の予測不可能な偶発事象などにより、ビルや施設

等が倒壊、毀損し、大きな損失を被る可能性があります。

・　法律改正・税制の変更等によるリスク

建築規制の強化、不動産にかかる税制の変更などにより、投資対象とする不動産の市場評

価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、不動産投資信託にかかる税制の変更等

により、市場価格が下落する可能性があります。

・　上場廃止リスク
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取引所等が定める一定の基準に該当することにより、上場が廃止される可能性がありま

す。

・　流動性リスク

株式市場と比較した場合、取引所等に上場している銘柄数は少なく、上場銘柄全体の時価

総額も小さいことから、市場価格が大幅に変動する可能性があります。

 

■　コモディティに関連するＥＴＦの価格変動リスク

世界のコモディティに関連するＥＴＦは、複数の商品先物の価格動向に伴い変動します。商品

先物価格は、景気循環、経済発展・人口・資源開発・技術革新等による影響、天候等による豊・

不作、産出国の政治・社会情勢、その他複数の要因によって、大きく変動します。

　商品先物価格が下落することで、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性がありま

す。

 

■　為替変動リスク

外貨建資産は、為替相場の変動により円換算額が変動します。投資対象通貨に対して円高は、

外貨建資産の円換算額の減少により、ファンドの基準価額の下落要因となり、投資対象通貨に対

して円安は、外貨建資産の円換算額の増加により、ファンドの基準価額の上昇要因となります。

投資対象通貨に対する円高の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性がありま

す。

 

■　カントリーリスク

投資対象国・地域等における外貨不足等の経済的要因、政府の資産凍結等の政治的理由、社会

情勢の混乱等の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

特に、エマージング諸国は、主要先進国と比較して、経済・政治・社会情勢等で脆弱または不

安定な側面があることから、エマージング諸国のカントリーリスクは主要先進国に比べ高くなる

傾向にあります。

 

■　信用リスク

有価証券等の発行体の破綻や財務状況の悪化、および有価証券等の発行体の財務状況に関す

る外部評価の変化等の影響により、投資した有価証券等の価格が大きく下落することや、投資

資金が回収不能となる場合があります。このような場合には、ファンドの基準価額が下落し、

損失を被る可能性があります。

債券や短期金融商品を投資対象としますので、元利支払いの不履行もしくは遅延の影響で、

ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

 

※　基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません。

 

＜留意事項＞

 

・　ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の

適用はありません。

 

・　投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではあ

りません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりませ

ん。

 

・　分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払

われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を

超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収

益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全

EDINET提出書類

岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

30/34



部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況に

より、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

 

＜投資リスクに対する管理体制＞

 
・　運用委員会において、運用に関する内規の制定および改廃のほか、運用ガイドライン等

運用のリスク管理に関する事項を決定します。

 

・　リスク管理部は、投資信託財産の運用の指図につき法令、投資信託協会諸規則、社内規

程及び投資信託約款等（以下、「法令諸規則等」という。）に定める運用の指図に関す

る事項の遵守状況を確認します。

 

リスク管理部は、原則として日々、次に掲げる方法による検証を行います。

①　運用の指図に関する帳票の確認

②　検証システムにより抽出される運用の実施状況に関するデータの確認

③　その他検証を行うために必要な行為

 

発注前の検証は、運用実施に関する内規に基づき、発注内容が法令諸規則等に照らして

適当であるかどうか伝票又はオーダー・マネジメント・システムのコンプライアンス

チェック機能を利用して確認を行います。発注後の検証は、運用指図結果の適法性又は

適正性について確認を行います。

 

・　運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析

会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入

状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行います。
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４【手数料等及び税金】

（４）【その他の手数料等】

＜訂正前＞

（略）
※　その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等により変動するも

のであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。

なお、上場不動産投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託の費

用は表示しておりません。

 

＜訂正後＞

（略）
※　その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等により変動するも

のであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。

なお、上場不動産投資信託および上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、

費用は表示しておりません。

 

第２【管理及び運営】

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】
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＜訂正前＞

 

■　基準価額の計算方法

基準価額は、投資信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って

時価または償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額

（以下、「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま

す。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

 

■　投資信託証券の評価

投資信託証券は、投資信託証券の基準価額で評価します。

 

■　株式の評価

投資信託証券を通じて投資するわが国の株式は、原則として、取引所における最終相場で評

価します。

また、投資信託証券を通じて投資する外国の株式は、原則として、外国の取引所等における

計算時に知りえる直近の日の最終相場で評価します。

 

■　債券の評価

投資信託証券を通じて投資する債券は、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値

（平均値）、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場を除く。）又は価

格情報会社の提供する価額等で評価します。

 

■　不動産投資信託証券の評価

投資信託証券を通じて投資するわが国の不動産投資信託証券は、原則として、取引所におけ

る最終相場で評価します。

また、投資信託証券を通じて投資する外国の不動産投資信託証券は、原則として、外国の取

引所等における計算時に知りえる直近の日の最終相場で評価します。

 

■　外貨建資産の円換算、予約為替の評価

外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の

仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客

先物売買相場の仲値によるものとします。

 

■　基準価額に関する照会方法等

基準価額は、毎営業日（委託会社の営業日をいいます。）計算し、販売会社又は委託会社に

お問い合わせいただければいつでもお知らせします。

 

お問合わせ先

岡三アセットマネジメント株式会社　カスタマーサービス部　0120-048-214

ホームページ　http://www.okasan-am.jp

 

なお、基準価額は、計算日の翌日付の日本経済新聞に1万口当たりで掲載されます。掲載に関

する権利は株式会社日本経済新聞社にあり、掲載されない場合もあります。また、基準価額は、

掲載後変更される場合がありますので、販売会社又は委託会社で確認して下さい。

 

＜訂正後＞

 

■　基準価額の計算方法
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基準価額は、投資信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って

時価または償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額

（以下、「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま

す。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

 

■　投資信託証券の評価

投資信託証券は、投資信託証券の基準価額で評価します。

 

■　株式の評価

投資信託証券を通じて投資するわが国の株式は、原則として、取引所における最終相場で評

価します。

また、投資信託証券を通じて投資する外国の株式は、原則として、外国の取引所等における

計算時に知りえる直近の日の最終相場で評価します。

 

■　債券の評価

投資信託証券を通じて投資する債券は、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値

（平均値）、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場を除く。）又は価

格情報会社の提供する価額等で評価します。

 

■　不動産投資信託証券の評価

投資信託証券を通じて投資するわが国の不動産投資信託証券は、原則として、取引所におけ

る最終相場で評価します。

また、投資信託証券を通じて投資する外国の不動産投資信託証券は、原則として、外国の取

引所等における計算時に知りえる直近の日の最終相場で評価します。

 

■　ＥＴＦの評価

ＥＴＦは、原則として、取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場で評価します。

 

■　外貨建資産の円換算、予約為替の評価

外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の

仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客

先物売買相場の仲値によるものとします。

 

■　基準価額に関する照会方法等

基準価額は、毎営業日（委託会社の営業日をいいます。）計算し、販売会社又は委託会社に

お問い合わせいただければいつでもお知らせします。

 

お問合わせ先

岡三アセットマネジメント株式会社　カスタマーサービス部　0120-048-214

ホームページ　http://www.okasan-am.jp

 

なお、基準価額は、計算日の翌日付の日本経済新聞に1万口当たりで掲載されます。掲載に関

する権利は株式会社日本経済新聞社にあり、掲載されない場合もあります。また、基準価額は、

掲載後変更される場合がありますので、販売会社又は委託会社で確認して下さい。
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